
   岬“ゆめ・みらい”サポート事業要綱 

  制定 平成２０年６月２３日 

                          最終改正 平成２３年４月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住民、事業者、町が、それぞれの責任と役割分担に基づき、互い

の特性を尊重しながら協力しあい、地域を支えるあらゆる主体が主役となったまちづ

くりをめざすことを目的に、「岬“ゆめ・みらい”サポート事業制度」の実施及び運

営に関して必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「岬“ゆめ・みらい”サポート事業制度」（以下「本制度」

という。）とは、社会的責任に対する意識の高まりを踏まえ、住民団体はじめ、ＮＰ

Ｏや民間事業者等が取り組む地域貢献活動等と本町施策との協働・連携を進め、民間

のノウハウと活力を活かした効率的かつ効果的な公共・公益サービスを創造し、実現

するための官民協働を促進する仕組みをいう。 

２ この要綱において、「岬“ゆめ・みらい”サポーター」(以下「サポーター」という。)

とは、本制度の趣旨に賛同し、本要綱第４条及び第５条に規定する手続を経て第５条

に規定する登録が決定され、岬“ゆめ・みらい”サポート事業者として登録された者

をいう。 

３ この要綱において、「地域貢献活動等」とは、次の各号に掲げる活動をいう。 

（１） 地域貢献活動 

本町域を中心とする地域社会の公益に資する活動をいい、まちづくり活動等の

地域活性化活動やボランティア活動はもとより、企業や団体などの法人が行う慈

善事業または営利活動を通しての結果的な地域課題の是正、ボランティアへの援

助、本町及び本町域の公益法人が実施する公共サービスへの人材資機材の供出、

並びに本町又は本町域の公益法人に対する寄附などを含む。 

（２） 社会的企業活動 

    ＮＰＯ及び民間事業者が社会的課題の解決を目的として実施する有料のサー

ビス提供活動をいう。 

（３）その他の社会貢献活動 

    本町域における活動を通じて、本町域に止まらず、日本社会の公益に資する活

動及び国際社会に貢献する活動をいう。なお、主たる活動拠点を本町に置く団体

にあっては、本町外において行う活動を含む。 

（サポーターの要件） 

第３条 地域貢献活動等について、自ら提案し、実施する意欲があり、本町の施策との

連携・協働等を通じて、地域社会の発展に寄与することを希望するグループ及び団体

（法人格の有無は問わない）を公募し、登録する。ただし、主たる事業が営利を目的

とする団体、企業にあっては、社会的責任あるいは地域貢献に対する代表者の考え方、

企業理念等を明確に提示することを要件とする。 

２ 次の事項に該当する場合は、登録しないものとする。 

（１） 法令等に違反する行為のあったもの又はそのおそれのあるもの 

（２） 公序良俗に反する企業活動を行うもの又はそのおそれのあるもの 

（３） 民事再生法若しくは会社更生法による再生又は更生手続中のもの 

（４） 本町の指名停止措置を受けているもの 



（５） 人権侵害の事象があったもの又はそのおそれのあるもの 

（６） 政治活動を助長するおそれのあるもの 

（７） 宗教活動を助長するおそれのあるもの 

（８） 次の業種に該当するものは登録しないものとする。 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条各号に規定する営

業を行うもの 

 ・消費者金融・高利貸しに係るもの 

・たばこに係るもの 

・ギャンブルに係るもの（宝くじに係るものを除く） 

（９） その他本町が登録しないことが適切と認めるもの 

３ 登録後、前項に該当する事象が発生した場合は、登録を解除する。 

（サポーター登録の募集及び申込み） 

第４条 登録手続に関しては、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）登録募集に関しては、原則、インターネット（ホームページ）により公募する。 

（２）登録を希望する者は、ホームページより申込書（様式１）をダウンロードし、必

要事項を記載のうえ、電子メール又は郵送等により本町に提出する。 

（登録の適否等の確認） 

第５条 本町は、申込みの内容等を確認し、登録の適否を決定するものとする。 

（登録適否の通知） 

第６条 本町は、登録の適否について、電子メール又は電話により申込者に通知するも

のとする。 

（サポーターに関する情報の登録等） 

第７条 本町は、登録を決定したサポーターについて、必要な情報をとりまとめ、職員

が情報を共有するシステムにより、庁内に公開する。 

２ 本町は、必要があると認める場合、これを対外的に公表することができる。 

（サポーターによる事業提案等） 

第８条 サポーターは、本町に対して地域貢献活動等の事業提案を随時行うことができ

るものとする。この際、事業提案書（様式２）に参考資料を添付のうえ、本町に提出

するものとする。 

２ 本町は、前項の提案書等の提出があった場合、第９条に規定する審査機関において、

「岬“ゆめ・みらい”サポート事業」（以下「サポート事業」という。）としての適否

について審査するものとする。 

３ 本町は、前項の審査結果について、当該提案を行ったサポーターに電子メール又は

電話等によりすみやかに通知するものとする。なお、サポート事業として決定する場

合は、別に定める「岬“ゆめ・みらい”サポート事業マーク」（以下「サポート事業

マーク」という。）の使用権を付与する旨、併せて通知するものとする。 

（審査機関） 

第９条 本町は、サポーターから前条第１項に定める事業提案について、事業承認の適

否を審査するため、岬“ゆめ・みらい”サポート事業承認審査会（以下「審査会」と

いう。）を設ける。 

２ 審査会の委員は、直轄、総務企画部、財政改革部、しあわせ創造部、都市整備部、

教育委員会事務局に属する職員をもって充てる。 

３ 審査会の委員長は総務企画部長をもって充てる。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名す



る委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第１０条 審査会の会議は、サポーターから事業提案があった場合において、委員長が

必要と認めたときに、委員長が招集する。 

２ 審査会の会議は、委員長がその議長となる。 

３ 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 

５ 委員長は、事業提案を行ったサポーターを審査会に出席させ、その意見又は説明を

求めることができるものとする。 

６ 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その

意見又は説明を聴くことができる。  

（審査会庶務） 

第１１条 審査会の庶務は、総務企画部企画政策課において処理する。 

（サポーターとの調整等） 

第１２条 本町は、サポーターが行った事業提案について、他のサポーターとの連携を

図ることによって、より一層の効果が期待できると判断する場合は、当該事業提案を

行ったサポーターの意向を確認した上で、他のサポーターとのマッチング調整を行う

ものとする。 

２ 本町は、サポーターが行った事業提案について、本町の施策との連携を図ることに

よって、より一層の効果が期待できると判断する場合は、当該事業提案を行ったサポ

ーターの意向を確認した上で、本町の施策とのマッチング調整を行うものとする。 

３ 本町は、本町の施策の実現に向けた事業を企画立案する場合において、サポーター

に対し、協力・連携等について提案することができるものとする。 

（承認事業の実施） 

第１３条 サポーターは、第８条第３項によるサポート事業の決定について通知を受け

た場合は、本制度による承認事業として、事業を実施することができる。 

２ 前項の事業の実施にあたり、事業告知のポスターやパンフレット、事業会場等に設

置する看板等に別に定めるサポート事業マークを表示することができる。なお、表示

方法、表示期間等の内容を使用届（様式３）により、町に事前に届け出るものとする。 

（承認事業のＰＲ） 

第１４条 本町は、ホームページへの掲載等により本制度による承認事業の事前ＰＲ及

び事業実績等の周知に努めるものとする。 

（職員の綱紀保持への協力） 

第１５条 サポーターは、本制度による各種事業の実施等により関係する本町職員が高

い倫理観をもって職務を遂行できるよう十分配慮し、職員の綱紀保持に協力するもの

とする。 

（その他） 

第１６条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年６月２３日から施行する。 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 



様式１     岬“ゆめ・みらい”サポート事業制度 申込書 

ふ り が な  

団体等の名称 ※  

ふ り が な  

代表者名  ※ 
 

 

ふ り が な  T E L ※ 

F A X 
 

担当者所属・氏名 ※  

E-mail    ※  

郵便番号・ふりがな （〒    －       ） 

所 在 地   ※  

ふ り が な  

本店所在地  ◎  

設立年月日  ◎    年   月   日 資本金 ◎   

種別・業種 

※ 

該当事項にチェック（☑または■）してください。 

□住民グループ     □ＮＰＯ        □民間事業者 

民間事業者の場合、日本標準産業分類における業種をご記入ください。  

 

 

社会的責任、地域

貢献に対する代

表者の考え方、企

業理念等 

※ 

企業理念を明示している資料又は代表者の考え方等を記載した資料をこの申込書に添えて、提出してくだ

さい。なお、ホームページで情報提供されている場合は、当該ホームページのアドレスをご記入いただけれ

ば結構です。 

地域貢献活動等

実績 

これまでに地域貢献活動（ボランティア活動含む）又は社会的事業（住民福祉など社会性の高い公益事業、

収益を公的団体に寄附するチャリティ事業など）の実績があればご記入ください。なお、ホームページで情

報提供されている場合は、当該ホームページのアドレスをご記入いただければ結構です。 

 

 

 

地域貢献活動等

の予定分野   

※ 

該当事項にチェック（☑または■）してください。（複数チェック可） 

□子育て支援   □人権啓発    □スポーツ振興  □文化・芸術 

□障がい者福祉  □高齢者福祉    □ビーチスポーツ振興       

□健康づくり    □男女共同参画  □観光振興    □産業振興 

□地球環境（自然保護、緑化、美化含む）        □防災・災害支援 

□国際交流     □次世代育成   □岬町PR・情報発信 

□まちづくり 

□その他（具体的に記入してください。） 

 

 

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm


予定(又は今後の

取組みを検討し

ている)地域貢献

活動等の内容  

※ 

該当事項にチェック（☑または■）してください。（複数チェック可） 

□町への寄附又は町の公益法人への寄附にかかるチャリティ事業の開催 

□町又は町の公益法人、ボランティア等が実施する事業への協賛（協賛金拠出） 

□町又は町の公益法人、ボランティア等が実施する事業への協賛 

（顕彰事業等にかかる賞の提供、記念品、副賞等の提供） 

□イベント会場の無償提供 

□イベントスタッフの無償提供（マンパワー（社員等）による協力） 

□イベントに必要な各種備品等の無償提供・無償貸出 

□物品の無償提供（各種イベント参加者への配布記念品等の提供） 

□寄附協力（社会貢献カード、地域貢献型自販機設置等の協力含む） 

□その他（具体的に記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

注）※印は記載必須。  ◎印は民間事業者について、記載必須。 

注）住民団体、NPOの場合は会員名簿の添付をお願いします。 

 

同  意  書 

 

 

 岬“ゆめ・みらい”サポート事業制度に登録申込みをするにあたり、下記の事項に同意します。 

 

 １ 「岬“ゆめ・みらい”サポート事業制度要綱」の趣旨に賛同の上、登録します。 

 ２ 「岬“ゆめ・みらい”サポート事業制度要綱」第３条第１項に該当するとともに、同条第２項

及び第３項に該当しません。 

 ３ 申込書に記載した事項について、岬町が必要に応じて対外的に情報提供します。 

 ４ 事業の実施にあたっては、地域の発展に寄与するよう努力します。 

 ５ 登録解除にあたっては、岬町総務企画部企画政策課宛に書面にてその旨を通知します。 

 ６ 登録期間中に違法行為等があった場合は、岬町総務企画部企画政策課に書面にてその旨を通知し

ます。 

また、その違法行為等を理由に岬町の判断で一方的に登録を解除する場合があります。 

 ７ 岬町職員の綱紀保持の遵守に協力します。 

 

 

   平成    年    月    日 

 

 

 

              団体・グループ名                        

 

 

              代 表 者 名                       印  

 



様式２     岬“ゆめ・みらい”サポート事業提案書 

                             

平成  年  月  日 

岬 町 長  あて 

サポーター名                    

               代 表 者                 印    

 

岬“ゆめ・みらい”サポート事業制度要綱第８条第１項の規定に基づき、下記の事業

を提案し、別添参考資料を添えて提出します。 

記 

事業名  

事業の趣旨・目的 

 

 

 

事業概要 

 

(1)事業内容 

 

 

 

 

 

(2)実施場所 

 

 

 

(3)事業主体（主催者等） 

 

 

 

 

事業の実施時期 平成  年  月  日～平成  年  月  日（計  日間） 

地域貢献活動等の内容 

及び目標 

 

 

 

 



事業収支計画 

 

収入（見込み）  計                    円 

 

内訳 金額 

  

  

  

  

  

 

支出（見込み）  計                    円 

 

内訳 金額 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

町に希望する協力の内容 

該当事項にチェック（☑または■）してください。（複数チェック可） 

□町施設（スペース）の貸与 

□町の備品等の貸与 

□町職員の協力・支援 

□町の広報紙やホームページ等を活用した事業の情報発信 

□その他（具体的に記入してください。） 

 

他のサポーター等の 

参画の可能性 

該当事項にチェック（☑または■）してください。 

□参画を希望する。       □参画を希望しない。 

※参画を希望する内容を具体的に記入してください。（但し、希望に添

えない場合があります。） 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□添付資料一覧  ※提出いただく添付資料名を記載してください。 

 

 

 



様式３   岬“ゆめ・みらい”サポート事業マーク使用届 

 

 

平成  年  月  日 

 

岬 町 長  あて 

 

サポーター名                    

               代 表 者                 印    

 

 

 

岬“ゆめ・みらい”サポート事業制度要綱第１３条第２項の規定に基づき、下記のと

おり「岬“ゆめ・みらい”サポート事業マーク」の使用について届け出ます。 

 

記 

 

表示方法 表示期間 備考 

   

   

   

   

  

（注） ポスターやチラシ、ホームページなど各種ＰＲ媒体に活用する場合は、媒体ごとに記載

してください。 

     なお、ポスターやチラシなどの印刷物に表示する場合は、備考欄に印刷物の発行枚数を

記載してください。 

 

 

 



「岬“ゆめ・みらい”サポート事業マーク」表示要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、岬“ゆめ・みらい”サポート事業制度要綱（以下「要綱」という。）第１３条

第２項の規定に基づき、岬“ゆめ・みらい”サポート事業（以下「サポート事業」という。）に

かかる表示に関し必要な事項を定める。 

(表示のデザイン等) 

第２ 第１の表示デザインは図１のとおりとし、「岬“ゆめ・みらい”サポート事業マーク」（以下

「マーク」という。）と称する。 

（マークの使用制限） 

第３ マークは、岬町のほか、次に掲げる者以外は使用することができない。 

１． 要綱第１３条に基づき承認事業を実施する者 

２． その他岬町長が認めた者 

（マークの使用） 

第４ 第３に掲げる者は、要綱第１３条第２項の規定に十分留意の上、承認事業の実施会場、承認

事業にかかる物品等の本体、包装、承認事業を紹介する印刷物等にマークを表示することができ

る。なお、この場合、事前にマークの使用内容を岬町長に届け出るものとする。 

（苦情処理） 

第５ マークを使用したものは、その使用に関して住民等から苦情があった場合には、責任をもっ

てその処理にあたらなければならない。 

（その他） 

第６ この要領に定めるもののほか、マークの使用に関し必要な事項は、岬町が定める。 

  

附 則 

この要領は、平成２０年６月２３日から施行する。 

 

（図１）       岬“ゆめ・みらい”サポート事業マーク 

 

 

 

 

 

 

 

岬町を象徴する町章を中心に据え、「山」（緑）と「海」（青）に囲まれた町を表現。 

また、町の未来と夢の実現を真珠を育てる貝のように大切にサポートする様子をイメー

ジしデザイン化しています。 

 


